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【会社の現況に関する事項】 

（1）主要な事業内容(2024 年 3 月 31 日現在) 

【チタン事業】 

スポンジチタン、チタンインゴット、四塩化チタン、四塩化チタン水溶液 

 
 

【高機能材料事業】 

高純度チタン、SiO、TILOP（球状チタン粉末）、粉末チタン 

 

 

（2）主要な営業所及び工場(2024 年 3 月 31 日現在) 

本社・尼崎工場 兵庫県尼崎市 

東 京 支 社 東京都港区 

岸 和 田 製 造 所 大阪府岸和田市 

 

（3）従業員の状況(2024年 3 月 31 日現在)  

従 業 員 数 前事業年度末比増減 平 均 年 齢 平均勤続年数 

名 名増 歳 年 

688 37 43.7 16.1 
 

（注） 1.従業員数は当社から他社への出向者を除き、他社から当社への出向者を含んだ就業人数であります。  
（注）（注）  2.上記 1.従業員数のほか、臨時従業員は 63名（年間平均雇用人数）であります。 

 

（4）主要な借入先 (2024 年 3 月 31 日現在)  

借 入 先 借入額残高 （百万円） 

シ ン ジ ケ ー ト ロ ー ン 18,500 

株式会社三井住友銀行 1,500 

三井住友信託銀行株式会社 4,000 

株式会社池田泉州銀行 5,000 

株式会社日本政策投資銀行 3,000 
 

（注）シンジケートローンは、株式会社三井住友銀行を幹事とする協調融資によるものです。 
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【株式に関する事項】(2024 年 3 月 31 日現在) 

（1）発行可能株式総数      125,760,000株 

（2）発行済株式の総数       36,800,000株 

 （自己株式 1,518株含む） 

（3）株主数                26,775名 

（4）上位 10名の株主 

株 主 名 
所有株式数 
（千株） 

発行済株式総数に対する 
所有株式数の割合 ( % ) 

株式会社神戸製鋼所 4,600 12.50 

日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） 3,559 9.67 

日本製鉄株式会社 1,807 4.91 

GOLDMAN, SACHS & CO. REG 1,036 2.82 

住友商事株式会社 864 2.35 

株式会社日本カストディ銀行（信託口） 822 2.23 

HAYAT 647 1.76 

SMBC日興証券株式会社 478 1.30 

BNY GCM CLIENT ACCOUNT JPRD AC ISG (FE-AC) 468 1.27 

大和証券株式会社 402 1.09 

合  計 14,686 39.90 
 

（注）所有株式数の割合は、発行済株式の総数から自己株式数を除いて算出しております。 

 

【新株予約権等に関する事項】 

 該当事項はありません。 
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【会社役員に関する事項】(2024 年 3 月 31 日現在) 

（1）社外役員に関する事項 

１）他の法人等との重要な兼職状況及び当社と当該他の法人等との関係 

区   分 氏   名 重要な兼職先 
重要な兼職先と 
当社との関係 

社外取締役 
（監査等委員） 

飯 島 奈 絵 
弁護士法人堂島法律事務所 パートナー弁護士 
 
大倉工業株式会社 社外取締役（監査等委員） 

当社と弁護士法人堂島法
律事務所及び大倉工業株
式会社との間には、特段の
関係はありません。 

社外取締役 
（監査等委員） 

村 田 雅 詩 TOA 株式会社 社外取締役 
当社と TOA 株式会社との間
には、特段の関係はありま
せん。          

２）社外役員の主な活動状況 

 ①社外役員の取締役会及び監査等委員会への出席状況及び発言状況 

区   分 氏   名 出席状況及び発言状況 

社外取締役 
（監査等委員） 

飯 島 奈 絵 

当事業年度に開催された取締役会 12 回のうち 12 回に出席し、また、監査等委員
会 13 回のうち 13 回に出席し、主に弁護士としての職務を通じて培われた法令に
関する専門的知見に基づき議案審議の適正確保の観点から適宜、発言を行ってお
ります。 

社外取締役 
（監査等委員） 

山 口 重 久 
当事業年度に開催された取締役会 12 回のうち 12 回に出席し、また、監査等委員
会 13 回のうち 13 回に出席し、経営者としての高い見識と豊富な経験に基づき議
案審議の適正確保の観点から適宜、発言を行っております。 

社外取締役 
（監査等委員） 

村 田 雅 詩 
当事業年度に開催された取締役会 12 回のうち 12 回に出席し、また、監査等委員
会 13 回のうち 13 回に出席し、主に経営企画及びマーケティングに対する知見に
基づき議案審議の適正確保の観点から適宜、発言を行っております。 

 
 ②社外役員が果たすことが期待される役割に関して行った職務の概要 

区   分 氏   名 期待される役割に関して行った職務の概要 

社外取締役 
（監査等委員） 

飯 島 奈 絵 
当社中期経営課題について議論する場や、コンプライアンス・リスクマネジメン
ト委員会において、法務リスクやコンプライアンスの観点から、これまで培われ
た法律家としての知識や経験を踏まえた助言や提言を行っております。 

社外取締役 
（監査等委員） 

山 口 重 久 
当社中期経営課題について議論する場や、コンプライアンス・リスクマネジメン
ト委員会において、経営経験を含む幅広い職務経験によって培われた知識や経験
を踏まえた助言や提言を行っております。 

社外取締役 
（監査等委員） 

村 田 雅 詩 
当社中期経営課題について議論する場や、コンプライアンス・リスクマネジメン
ト委員会において、国内外の経営企画、事業企画、マーケティング等の幅広い職
務経験によって培われた知識や経験を踏まえた助言や提言を行っております。 
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【会計監査人に関する事項】 

（1）会計監査人の名称 

  有限責任監査法人トーマツ 

 

（2）当事業年度中に異動した会計監査人に関する事項 

  該当事項はありません。 

 

（3）責任限定契約に関する事項 

  該当事項はありません。 

 

（4）当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額 

  ➀公認会計士法 第 2条第 1項の業務に係る報酬等の額         33百万円 

  ②当社が会計監査人に支払うべき金銭その他の財産上の利益の合計額 11145百万円 

  （注）1. 当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引法に基づく監査の監査報酬の額を 

   （注）1.  区分しておりませんので、上記の報酬等の額にはこれらの合計額を記載しております。 

   （注 2. 監査等委員会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積りの算出根拠等が適切で   
（ （注）  2あるかどうかについて必要な検証を行ったうえで、会計監査人の報酬等の額について同意の判断をいたしました。 

 

（5）非監査業務の内容 

 当社は、会計監査人に対して公認会計士法第 2 条第 1 項の業務以外の業務である、新システム導入

に伴う内部統制構築支援業務についての対価を支払っております。 

 

（6）会計監査人の解任又は不再任の決定の方針 

 当社は、会社法第 340 条第 1 項各号及び同条第 5 項に定める監査等委員会による会計監査人の解任

のほか、会計監査人の適格性を害する事由の発生等、会計監査人が職務を適切に遂行することが困難

と認められる場合、又は監査の適正性を高めるために会計監査人の変更が妥当であると判断される場

合には、監査等委員会が当該会計監査人を解任又は不再任とする議案の内容を決定し、これを株主総

会に提出いたします。 

 

【会社の剰余金の配当等の決定権限の行使に関する方針】 

当社は、将来に亘り企業価値の向上を図るべく経営基盤の強化を進めていくと同時に株主に対する利
益還元を経営の最重要課題と位置付けております。 
 利益の配分に関しましては、持続的成長のための投資と財務体質の安定・強化に必要な内部留保の充
実を図るとともに、株主への配当につきましては、安定性に配慮しつつ 25%から 35%の配当性向を目安
に実施する方針としております。 

当事業年度の期末配当につきましては、１株当たり 50円とし、年間配当額は、先に実施しました中間

配当１株当たり 20円と合わせ、１株当たり 70円といたします。 

 なお、翌事業年度の配当予想につきましては、年間配当額を１株当たり 50 円(中間配当:25 円、期末

配当:25円)とさせていただきます。 



5 

 

【業務の適正を確保するための体制の整備に関する事項】 

 当社は、内部統制システムの基本方針について、次のとおり決議しています。 

(1)内部統制システムについての基本的な考え方 

 当社の取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制、その他株式会社の

業務の適正を確保するために必要なものとして法務省令で定める体制については取締役会にて決議し

ています。その決議の内容は次のとおりです。 

 

(2)取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制 

 当社は取締役会を当社事業に精通した取締役（監査等委員である取締役を除く。）と、経営全般に優れ

た見識あるいは法律家としての専門知識を備えた監査等委員である取締役で構成することにより、経営

に関する意思決定の迅速化と取締役会における経営方針・経営戦略の策定などの議論を充実させ、更に、

取締役会の監督機能の強化により、経営の透明性、健全性の維持・強化を図っています。 

こうした会社としての機関設計のもと、当社事業活動を行っていく上での基本命題とも言うべき企業

行動規範について取締役会にて決議し、本規範の遵守は役員及び使用人の責務であると定めています。 

 コンプライアンスの体制については、法令・社会的規範遵守経営の実現並びに当社事業を取り巻くリ

スクの予防策及び発生時の迅速かつ適切な意思決定と対応を行うことを目的として、コンプライアン

ス・リスクマネジメント委員会を設置しています。また、コンプライアンス上当社の信用に重大な影響

を与えるおそれがある事項について、社員（取締役、執行役員を含む）から建設的な提言や具申等を受

け入れるコンプライアンス相談・通報窓口を、社内及び社外に設置しています。 

 なお、取締役、執行役員その他使用人が企業活動を行う上で守るべき基本事項を簡潔に記載したコン

プライアンス・マニュアルも制定しています。 

 このような体制のもと、当社としては、コンプライアンスの励行に日々努めています。 

 

(3)業務の適正を確保するための体制 

① 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に対する体制 

 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の職務の執行に関する情報は、取締役会議事録、稟議書等

に記載・記録されるものですが、これらの情報については、稟議規程、権限基準規程、文書管理規程及

び電子情報管理規程等、社内規程を整備することによって、情報の保存及び管理を適切に行っています。 

 

② 損失の危険の管理に関する規程その他の体制 

 当社は、各部において事業活動に係るリスクを抽出・把握し、それらリスクを極小化する努力を常日

頃から行うとともに、経営に重大な影響を及ぼす可能性のある全社的なリスクについては、コンプライ

アンス・リスクマネジメント委員会にて対応状況等について確認しています。また万一リスクが発生し

た場合に備え、緊急時の対策に関する体制を整備しています。 
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③ 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制 

 当社は、監査等委員会設置会社として取締役会の決議により、重要な業務執行の決定の一部を取締役

（監査等委員である取締役を除く。）に委任するとともに、執行役員制度を導入して、経営の意思決定・

監督機能と、業務執行機能を分離し、取締役会による迅速・効率的な意思決定が行われる体制をとって

います。 

 また、業務分掌規程、権限基準規程、その他社内規程により、妥当な意思決定ルールを制定し、適正

かつ効率的に職務の執行が行われる体制をとっています。 

なお、経営に係る重要事項については、必要なメンバーで必要の都度、経営会議等で審議した上で、

取締役会において意思決定を行っています。 

 

④ 使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制 

 当社は、上記（2）に記載のとおり、企業行動規範の制定、コンプライアンス・リスクマネジメント委

員会の設置等により当該体制を整備しています。なお、コンプライアンス上の事項に関する相談・通報

ができるコンプライアンス相談・通報制度を設けることで、不祥事等の未然防止を図っています。 

また、監査等委員会及び内部監査部門である監査部が、定期的に業務の執行状況の適法性及び妥当性

を監視し、検証しています。 

 

⑤ 当社並びにその親会社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制 

 当社の親会社に該当するものはなく、当社は、自ら経営責任を負い、独立した事業経営を行っていま

す。 

 なお、当社には、子会社に相当する企業集団はありません。 

 

⑥ 監査等委員会の職務を補助すべき取締役及び使用人に関する事項 

監査等委員会監査規程に基づき、会社は監査等委員会の要請があった場合、両者協議の上、監査等委

員会の職務を補助するための補助者を置くこととしています。 

 なお、補助者を置く場合は、その補助者の権限、所属する組織、監査等委員会の指揮命令権、補助者

の人事に関する監査等委員会の同意権等、補助者の独立性の確保に必要な事項を検討し、監査等委員会

の当該使用人に対する指示の実効性を確保することとしています。 

 

⑦取締役及び使用人が監査等委員会に報告するための体制その他の監査等委員会への報告に関する体制 

監査等委員は取締役会の他、経営に係る重要事項についての諸会議やコンプライアンス・リスクマネ

ジメント委員会等の重要な会議に出席し、取締役（監査等委員である取締役を除く。）、執行役員その他

使用人より、その担当する業務の執行状況の報告を受けています。 

 取締役（監査等委員である取締役を除く。）、執行役員その他使用人は、会社に著しい損害を及ぼすお

それのある事実を発見した時は、速やかに監査等委員会に報告するものとしています。 

 また、コンプライアンス相談・通報制度による相談・通報があった場合は、速やかにその内容を監査
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等委員会に報告するものとしています。 

 なお、就業規則により、上記の報告、相談・通報者に対する不利益取扱を禁止しています。 

 

⑧ その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制 

監査等委員会と代表取締役社長との間において、定期的に、会社運営に関する意見交換を行う等、意

思の疎通を図っています。 

 監査等委員会は、監査部と密接な連携を保ちながら定期的に監査を実施していますが、監査対象取締

役（監査等委員である取締役を除く。）、執行役員及び当該部署は業務運営・管理の状況や課題について

説明を行う等の対応を行っています。なお、監査結果の重要事項については取締役会に報告しています。 

 監査等委員会が業務全般の実状を把握するための実地調査等を行う場合には、関係取締役（監査等委

員である取締役を除く。）、執行役員及び関係部署は実効ある監査に向けて迅速かつ的確に対応していま

す。 

 また、監査等委員又は監査等委員会が、監査の実施のために所要の費用を請求するときは、その費用

が職務の執行に必要でないと認められる場合を除き、その請求に応じることとしています。 

 

【業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要】 

（1）取締役の職務執行に関する取り組みの状況  

当社は 2015 年 6 月の執行役員制度導入以降、独立社外取締役の増員を含めた取締役の員数適正化を

進めるとともに、取締役会における決議事項・報告事項の見直しも適宜実施し、意思決定の充実・迅速

化、監督機能の強化といった取締役会の機能強化を図っています。また、2022 年 6月より監査等委員会

設置会社へ移行したことで、取締役会の決議により重要な業務執行の一部を取締役（監査等委員である

取締役を除く。）へ委任して意思決定の更なる迅速化を図るとともに、監査等委員である取締役による

監督機能の更なる強化も進めています。 

  取締役会の実効性に関しても、取締役会の運営・審議状況などの観点を中心に、社外役員を含む全取

締役を対象とするアンケートによる自己評価を実施し、取締役会における十分な審議に要する適切な手

立てが講じられており、監査等委員である取締役も含めた議論の活性化や情報提供においても改善が図

られるなど、その実効性は概ね確保されていることを確認しています。 

 

（2）監査等委員会監査の実効性の確保に関する取り組みの状況  

  当社監査等委員会において、監査方針や監査計画等の協議・決定、経営の適法性・妥当性等に関して

意見交換や審議・検証を実施しました。監査にて特に注意を払った事項等については、必要に応じて会

計監査人や監査部から報告を聴取し、協議を行っています。また、監査方針、監査計画に基づき経営会

議等の重要な社内会議に直接又はオンライン形式で出席するとともに、稟議書・契約書を閲覧して、取

締役の職務の執行状況、法令遵守状況について経営の監視、助言、提言を行いました。 
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（3）コンプライアンスに関する取り組みの状況  

当社は、法令や社会規範の遵守等より成る企業行動規範を制定しており、そうした中、事業活動にお

いて関係する法令一覧表を作成し、法令改正動向を注視するとともに、法令遵守状況を確認しています。 

また、企業行動の法令遵守及び社会諸規範への適合性、更には職場環境の改善を図ることを目的に、

社内、社外及び監査等委員会に「コンプライアンス相談・通報窓口」を設置し、運用しています。 

更に、社長自らコンプライアンスの重要性について従業員に直接訴えるとともに、社会人として遵守

すべき事項や社内外のトピックスを判り易く解説したコンプライアンスニュースの随時発行、コンプラ

イアンス違反に関する一般事例集の配信、ポスターの掲示など全社的なコンプライアンス啓発活動や階

層毎のコンプライアンス研修も継続実施しています。加えて、部コンプライアンス責任者、職場コンプ

ライアンス推進者を任命、部毎にコンプライアンス教育計画を策定し、職場の実態に応じた啓発活動も

推進し、当事業年度末に結果を総括して翌事業年度の教育計画に反映しています。また、役員、部長等

を対象に外部専門家を講師として、コンプライアンスの観点から、世間で発生した実例を参考に不祥事

の予防・対策等について、研修を実施しました。 

 

（4）リスク管理に関する取り組みの状況  

当社は、コンプライアンス・リスクマネジメント委員会を定期的に開催し、経営に重大な影響を及ぼ

す可能性のある全社的リスクに焦点をあてて確認するとともに、各部における事業活動に係るリスクに

ついても、それらを極小化する努力を継続して行っています。 

また、環境防災委員会において、当社事業特性に応じたリスクアセスメント活動に継続して取り組ん

でいます。 

更に、災害等発生時の事業継続を可能とするために「事業継続計画規程」を制定、地震・津波発生時

の初動対応、災害対策本部の設置、部毎のアクションプラン等を策定し、有事に対応できるようにして

います。当事業年度においては、平日昼間の地震発生を想定した全社避難訓練と、安否状況および被災

状況等の情報伝達訓練を実施しました。特に情報伝達訓練においては、Webex オンライン会議システム

を利用し、災害対策本部と関係各所を接続、リアルタイムに情報を共有する際の改善点を確認すること

ができました。 

サイバー攻撃への対応としては、"予防"、"検知"、"回復"の観点でセキュリティ運用保守を実施して

います。具体的には不正アクセス状況を常時監視するとともに、外部からの不審メールについてはシス

テム部門が内容を調査・対応、またパソコンのウイルスを検知・削除する仕組みを導入しています。加

えて、世界的なウイルスメール、標的型攻撃メール等の拡散に対する対策として、従業員のセキュリテ

ィ意識向上を目的に、社外からの不審メール受信を想定した訓練を、全利用者を対象に実施しています。 
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【株主資本等変動計算書】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資本剰余金

繰越利益
剰余金

当事業年度期首残高 8,739 8,943 38 12,764 △ 10 30,474

事業年度中の変動額

剰余金の配当
△ 1,655 △ 1,655

当期純利益
9,689 9,689

自己株式の取得
△0 △0

事業年度中の変動額合計 - - - 8,033 △0 8,033

当事業年度末残高 8,739 8,943 38 20,797 △ 10 38,507

当事業年度期首残高 30,474

事業年度中の変動額

当期純利益
剰余金の配当

△ 1,655

当期純利益
9,689

自己株式の取得
△0

事業年度中の変動額合計 8,033

当事業年度末残高 38,507
(注)記載金額は、表示単位未満の端数切り捨てにより表示しております

純資産合計

２０２３年４月　１日から
２０２４年３月３１日まで

資本準備金

（単位：百万円）

利益準備金

その他
利益剰余金

株主資本

資本金

利益剰余金

自己株式
株主資本

合計
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個別注記表 

重要な会計方針 

  （１）資産の評価基準及び評価方法   

 有価証券の評価基準及び評価方法  

   その他有価証券  

    市場価格のない株式等以外のもの  

  決算日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、 

  売却原価は移動平均法により算定しております。） 

    市場価格のない株式  

  移動平均法による原価法 

   

 デリバティブ取引  

  時価法を採用しております。 

   

 棚卸資産の評価基準及び評価方法  

  総平均法による原価法（貸借対照表価額については収益性の低下に基づく 

  簿価切下げの方法）を採用しております。 

   

  （２）固定資産の減価償却の方法   

 有形固定資産（リース資産を除く）・・・・定額法  

  なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。 

  建物(建物附属設備を含む)･･･３～50年 

  機械及び装置      ･･･５～14年 

   

 無形固定資産（リース資産を除く）・・・・定額法  

  なお、自社利用目的のソフトウェアの見込利用可能期間は５年であります。 

   

 リース資産  

  所有権移転ファイナンス・リース  

  自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法を採用しております。 

  所有権移転外ファイナンス・リース  

  リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。 

   

 長期前払費用・・・・定額法を採用しております。  
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  （３）引当金の計上基準   

 貸倒引当金・・・・・・債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実 

績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については、個別に回収可 

能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。  

   

 賞与引当金・・・・・・従業員に対して支給する賞与にあてるため、支給予定額のうち当事 

業年度負担額を見積計上しております。 

  

 退職給付引当金・・・・従業員の退職給付に備えるため当事業年度末における退職給付債務 

及び年金資産の見込額に基づき計上しております。  

   

            ①退職給付見込額の期間帰属方法  

           退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末ま 

での期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によって 

おります。 

   

               ②数理計算上の差異の費用処理方法  

                  発生時の翌事業年度から従業員の平均残存勤務期間以内の一定の 

年数(11年)による定額法により費用処理しております。 

            

  （４）収益及び費用の計上基準   

 当社は、スポンジチタン及びそれを用いた各種製品等の製造販売を行っております。  

 このような製品の販売については、顧客との販売契約に基づいて、顧客に製品を引き渡す履 

行義務を負っており、当該履行義務は、顧客に製品を引き渡す一時点において、顧客が当該 

製品に対する支配を獲得して充足されると判断し引渡時点で収益を認識しております。  

 これらの履行義務に対する対価は、履行義務充足後、別途定める支払条件により概ね１年以 

内に受領しており、重大な金融要素は含んでおりません。  

   

  （５）ヘッジ会計の方法   

 ヘッジ会計の方法  

  原則として繰延ヘッジ処理によっております。  

  なお、振当処理の要件を満たしている為替予約については、振当処理によっております。 

  また、一体処理(振当処理、特例処理)の要件を満たしている金利通貨スワップについては 

  一体処理(振当処理、特例処理)によっております。  
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 ヘッジ手段とヘッジ対象  

  ヘッジ手段・・・・為替予約、金利スワップ、金利通貨スワップ  

  ヘッジ対象・・・・外貨建取引、支払利息、外貨建借入金  

   

 ヘッジ方針  

 為替相場の変動によるリスクをヘッジするために為替予約取引を実施しております。  

実施にあたっては実需に基づく取引に限定し売買差益の獲得等を目的とする投機的取引は行

わない方針であります。また、借入金の金利変動リスクを回避する目的で金利スワップ取 

引、金利変動リスク及び為替変動リスクを回避する目的で金利通貨スワップ取引を行ってお

り、ヘッジ対象の識別は個別契約毎に行っております。  

   

 ヘッジ有効性評価の方法  

 借入金の支払利息にかかわる金利変動額と金利スワップ取引の金利変動額との累計を半期毎 

に比較し有効性の評価をしております。ただし、振当処理によっている為替予約及び一体処 

理(振当処理、特例処理)によっている金利通貨スワップについては有効性の評価を省略して 

おります。  
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収益認識に関する注記 

 （１）顧客との契約から生じる収益を分解した情報 

    
 

 （２）顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報  

「注記事項(重要な会計方針)(４)収益及び費用の計上基準」に記載のとおりでありま

す。なお、国内における製品の販売については、出荷時から当該製品の支配が顧客に移

転される時までの期間が通常の期間であるため出荷時に収益を認識しております。 

  

 （３）当期及び翌期以降の収益の金額を理解するための情報  

該当事項はありません。 

(単位:百万円)

チタン
事業

高機能材料
事業

日本 17,419 1,042 18,462

米国 31,110 395 31,505

中国 400 400

その他 3,769 1,184 4,954

顧客との契約から
生じる収益

52,299 3,023 55,322

その他の収益 － － －

外部顧客への売上高 52,299 3,023 55,322

合計

報告セグメント
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重要な会計上の見積りに関する注記      

  （繰延税金資産の回収可能性)      

   (1)当事業年度の計算書類に計上した金額      

 繰延税金資産    2,108百万円 

 繰延税金負債            467百万円 

 差引          1,640百万円 

 

 

   (2)会計上の見積りの内容について財務諸表利用者の理解に資するその他の情報   

  ① 見積りに用いた重要な仮定  

当該会計上の見積りに用いた仮定のうち重要と判断したものは、繰延税金資産の回収可

能性の検討のための将来の課税所得の見積りの基礎となる将来の事業計画及び、当該事

業計画の策定に用いた売上の変動見込み・原料価格の変動見込み等であります。   

また、ロシアのウクライナ侵攻の長期化及び中東情勢の影響は、資源･エネルギー価格

の高騰やサプライチェーンの再編等多岐にわたると想定されますが、現時点で入手可能

な情報により会計上の見積りを行っております。  

   

  ② 繰延税金資産の回収可能性の検討過程  

上記①に記載の重要な仮定を含む種々の仮定と「繰延税金資産の回収可能性に関する適

用指針」に基づき将来減算一時差異及び税務上の繰越欠損金に係る繰延税金資産の回収

可能性を検討した結果、当事業年度末時点において繰延税金資産 1,640百万円を計上し

ております。 

なお、当事業年度末の繰延税金資産及び税務上の繰越欠損金の状況につきましては、

「個別注記表税効果会計に関する注記」に記載のとおりであります。  

   

  ③ 当該会計上の見積りが当事業年度の翌事業年度に与える影響  

当該会計上の見積り及び見積りに用いた仮定については、当事業年度末現在において入

手可能な情報に基づいており、上記①の見直しが必要となった場合には繰延税金資産の

金額に影響を及ぼす可能性があります。 
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会計上の見積りの変更に関する注記 

 （退職給付に係る会計処理の数理計算上の差異の費用処理年数の変更） 

退職給付に係る会計処理の数理計算上の差異の費用処理年数について、従来、従業員の平均残

存勤務期間以内の一定の年数として 13年で費用処理をしておりましたが、平均残存期間がこれ

を下回ったため、当事業年度より費用処理年数を 11年に変更しております。 

この変更が、当事業年度の営業利益、経常利益及び税引前当期純利益に与える影響は軽微であ

ります。 

 



16 

 

貸借対照表に関する注記       

  （１）有形固定資産の減価償却累計額       75,971百万円

        

  （２）偶発債務       

  従業員の住宅資金借入債務に係る連帯保証債務    23百万円 

   

  （３）債務引受契約       

  未払金                       1,536百万円 

      （注）未払金残高のうち債務引受契約により支払期日を延長している未払金残高でありま 

す。 

       

  （４）財務制限条項に関する注記       

当社は、資金の調達を行うため、財務制限条項付融資契約(シンジケートローン)を締結し

ております。 

借入人は当該条項を遵守することを確約する旨が定められております。 

       

 ㈱三井住友銀行を幹事とする 2021年 3月 26日付シンジケートローン契約  

    

 (財務制限条項)      

(1) 各事業年度の末日の報告書等における貸借対照表に記載される純資産の部の金額を、

2021年 3月期末日の報告書等における単体の貸借対照表に記載される純資産の部の合

計金額の 75％に相当する金額、又は直近の事業年度末日の報告書等における単体の貸

借対照表に記載される純資産の部の合計金額の 75％に相当する金額のうち、いずれか

高い方の金額以上に維持すること。      

(2) 2021年 3月期末日及びそれ以降の各事業年度末日の報告書等における単体のキャッシ

ュ・フロー計算書に記載される営業活動によるキャッシュ・フローを、2期連続して赤

字としないこと。      

(3) 2022年 3月期末日の報告書等におけるセグメント情報に記載されるチタン事業のセグ

メント利益の金額を、2021年 3月期末日の報告書等におけるセグメント情報に記載さ

れるチタン事業のセグメント利益の金額以上とすること。 

(4) 2023年 3月期末日及びそれ以降の各事業年度末日の報告書等における単体の損益計算

書に記載される営業損益を、損失としないこと。 
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 ㈱三井住友銀行を幹事とする 2022年 2月 24日付シンジケートローン契約  

    

 (財務制限条項)      

(1) 2022年 3月期末日及びそれ以降の各事業年度末日の報告書等における貸借対照表に記

載される純資産の部の合計金額を、2021 年 3月期末日の報告書等における貸借対照表

に記載される純資産の部の合計金額の 75％に相当する金額、又は直近の事業年度末日

の報告書等における単体の貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額の 75％に相

当する金額のうち、いずれか高い方の金額以上に維持すること。   

   

(2) 2022年 3月期末日及びそれ以降の各事業年度末日の報告書等におけるキャッシュ・フ

ロー計算書に記載される営業活動によるキャッシュ・フローを、2期連続して赤字とし

ない。 

 

 

損益計算書に関する注記       

（１）売上原価に含まれる棚卸資産に関する収益性低下に伴う評価減  △388百万円  

 

株主資本等変動計算書に関する注記 

  （１）発行済株式に関する事項 

      

（２）自己株式に関する事項 

    

 

変動事由の概要   

 増加数の内訳は次のとおりです。   

  単元未満株の買取りによる増加  23株 

 

 

 

 

 

 

株式の種類 当事業年度期首 増加 減少 当事業年度末

普通株式 36,800,000株 - - 36,800,000株

株式の種類 当事業年度期首 増加 減少 当事業年度末

普通株式 1,495株 23 - 1,518株
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（３）配当に関する事項  

   ①  配当金支払額  

 

 

   ② 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が当事業年度後となるもの 

 

 

 

税効果会計に関する注記 

繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳 

     

 

決議 株式の種類 配当の原資
配当金の総額
（百万円）

１株当たり
  配当額（円）

基準日 効力発生日

2023年5月12日
取締役会

普通株式 利益剰余金 919 25.00 2023年3月31日 2023年6月1日

2023年11月7日
取締役会

普通株式 利益剰余金 735 20.00 2023年9月30日 2023年12月1日

決議 株式の種類 配当の原資
配当金の総額
（百万円）

１株当たり
  配当額（円）

基準日 効力発生日

2024年5月13日
取締役会

普通株式 利益剰余金 1,839 50.00 2024年3月31日 2024年6月4日

繰延税金資産

　賞与引当金 125百万円

　事業税 87百万円

　棚卸資産評価損 250百万円

　退職給付引当金 617百万円

　事業撤退損失引当金 21百万円

　減価償却費 191百万円

　資産除去債務 471百万円

　減損損失 909百万円

　繰越欠損金 1,780百万円

　その他 180百万円

繰延税金資産小計 4,635百万円

　評価性引当額 △2,527百万円

繰延税金資産の合計 2,108百万円

繰延税金負債

　有形固定資産（資産除去債務） 123百万円

　前払年金費用 343百万円

繰延税金負債の合計 467百万円

繰延税金資産の純額 1,640百万円
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金融商品に関する注記  

 （１）金融商品の状況に関する事項  

当社は、資金運用については短期的な預金等に限定し、銀行等金融機関からの借入により

資金を調達しております。売掛金に係る顧客の信用リスクは、与信管理規程に沿ってリス

クの低減を図っております。また、投資有価証券は主として株式であり、上場株式につい

ては四半期毎に時価の把握を行っております。借入金の使途は運転資金（主として短期）

及び設備投資資金（長期）であり、一部は変動金利であるため金利の変動リスクに晒され

ております。なお、デリバティブ取引は外貨建売掛金の為替変動リスクに対するヘッジを

目的とした先物為替予約取引、長期借入金の支払利息の変動リスクに対するヘッジを目的

とした金利スワップ取引、外貨建の借入金に係る為替の変動リスクに対するヘッジ及び支

払金利の変動リスクに対するヘッジを目的とした金利通貨スワップ取引を必要に応じて実

施する方針であり、内部管理規程に従い、実需の範囲で行うこととし投機的な取引は行わ

ないこととしております。  

  

 （２）金融商品の時価等に関する事項  

2024年 3月 31日（当事業年度の決算日）における貸借対照表計上額、時価及びこれらの

差額については、次のとおりであります。  

 

 

  

  金融商品の時価を、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の

 3つのレベルに分類しております。  

  

 レベル 1の時価：同一の資産又は負債の活発な市場における(無調整の)相場価格により 

算定した時価 

  

 レベル 2の時価：レベル 1のインプット以外の直接又は間接的に観察可能なインプットを 

用いて算定した時価 

  

 レベル 3の時価：重要な観察できないインプットを使用して算定した時価 

（単位：百万円）

項目
貸借対照表計上額

(※1)
時価(※1) 差額

長期借入金 (35,300) (35,245) 54

※1　負債に計上されているものについては、（　）で表示しております。

※2　現金及び短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものについては

　　 注記を省略しております。
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時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのイン 

  プットが それぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時 

価を分類しております。  

（注）時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明 

長期借入金  

    長期借入金は、元利金の合計額と、当該債務の残存期間及び信用リスクを加味した利率を基 

に、割引現在価値法により算定しており、レベル 2の時価に分類しております。 

1 株当たり情報に関する注記 

（１）1株当たり純資産額  1,046円 45銭 

（２）1株当たり当期純利益  263円 30銭 

（注）本資料に記載しております数字は、特段の注記がない限り、金額及び株式数については表示単

位未満の端数を切り捨て、その他は四捨五入により表示しております。 
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トップポリシー

1. 私たちはお客様との長期的なパートナーシップを大切にし､お客様の発展に寄与することで私たち
の成長を目指します。

2. 私たちは常に｢安定品質｣､｢安定供給｣､｢安定価格｣を目指し､そのための最大限の努力を払い
ます。

3. 私たちは｢安全｣かつ｢健全｣な職場作りに力を注ぎ､全てのステークホルダーとの信頼関係を
築くことで社会との共生を目指します。

ブランドスローガン 

株主メモ 

事 業 年 度 毎年4月1日から翌年3月31日まで 

定 時 株 主 総 会 毎年6月 

単 元 株 式 数 100株 

基 準 日 定時株主総会 毎年3月31日 

期末配当 毎年3月31日 

中間配当 毎年9月30日 

その他必要があるときは、あらかじめ公告します。 

株 主 名 簿 管 理 人 及 び 

特別口座の口座管理機関 

東京都千代田区丸の内1丁目4番1号 

三井住友信託銀行株式会社 

株 主 名 簿 管 理 人 

事 務 取 扱 場 所 

（郵便物送付先） 

（電話照会先） 

大阪市中央区北浜4丁目5番33号 

三井住友信託銀行株式会社 証券代行部 

〒168-0063 

東京都杉並区和泉2丁目8番4号 

三井住友信託銀行株式会社 証券代行部 

0120-782-031 受付時間09:00～17:00（土日休日を除く） 

公 告 の 方 法 電子公告 

https://www.osaka-ti.co.jp/ 

【株式に関するお問い合わせ先について】 

住所変更等のお届出・ご照会は、証券会社に口座を開設されている株主様は、口座のある証券会社宛にお願いいたします。 

証券会社に口座を開設されていない株主様は、上記当社株主名簿管理人にお問い合わせください。 


